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■施設概要 ■施設概要 

所在地　　　　　　五條４丁目地内 

敷地面積　　　 　　　５，７５６．７７㎡ 

延床面積        　    　  ２，９４８．７９㎡ 

   本館棟                   ２，８６５．１５㎡ 
   動物炉棟              　   ５５．８０㎡ 

   納骨堂        　       　   １７．１０㎡ 

   動物納骨堂                   ５．４９㎡ 

   その他                         ５．２５㎡　 

バグフィルター方式 

約１時間 

構造    　　　　    鉄筋コンクリート造２階建 

高さ              　　 　　       　　　　 １５ｍ  

火葬炉数 

集塵装置 

本館施設 

附属施設 

火葬時間 

人体（大型）炉  ４基                   
動物炉  　　　　　１基                  

告別室２室、待合室４室、収骨
室２室、エントランスホール、
光庭、事務室ほか 
動物炉棟、納骨堂、動物納骨堂、

駐車場、修景施設 

起工式

地元の皆さんの協力に感謝を述べる榎市長

完成予想図完成予想図（内部）
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消防トピックス 消防トピックス 消防トピックス 消防トピックス 
住宅用火災警報器の設置が義務付けられました 

消防法が改正され、全国一律に住宅用火災警報器等の設置が義務付けられました。 

設置および維持基準については、法律などで定める基準に従い、五條市火災予防条例で定められています。

新築住宅は、平成１８年６月１日から、既設住宅は、３年後の平成２１年５月３１日までに設置が必要となります。 

（県下では、既設住宅に対する設置猶予期間が３年となっています。） 

  

  

◆火災警報器が必要な理由？ 
近年、住宅火災における死者数が増加しています。死因にあっては、就寝中の逃げ遅れによるものが全体の

約７０％を占め、またそのうち高齢者の占める割合は約８０％を超えています。住宅用火災警報器を設置すること

により死者数を低減させるため法で定められました。 

米国や英国では、はやくから火災警報器の設置が義務化され、約２０年間で火災による死者数は、およそ５０％

減少しています。 

  

◆住宅用火災警報器はどんなもの？ 
○熱や煙により火災を感知し、警報音や音声で火災を知らせる機器です。 

○壁取り付け式と天井取り付け式の２種類があります。 

○電源は、電池タイプと家庭用電源タイプの２種類です 

 

 

 

 

 

◆住宅のどこに取り付ければいいの？ 
 ○就寝に使用する部屋の天井または壁に煙式のものを設置します。 

   （普段就寝に使用している部屋のことで、来客が就寝するような部屋は除きます。） 

 ○就寝に使用する部屋がある階の踊り場の天井または壁に煙式のものを設置します。 

 ○設置義務はありませんが、台所にも設置するようお薦めします。 

◆部屋のどこに取り付ければいいの？ 
 【天井取り付け式の場合】 

 ○火災警報器の中心を壁から0.6ｍ以上離す。 

 　（梁などがある場合は、梁から0.6ｍ以上離す。） 

 ○換気扇やエアコンなどの吹き出し口から1.5ｍ以上離す。 

 【壁取り付け式の場合】 

 ○天井から0.15～0.5ｍ以内に火災警報器の中心がくるようにします。 

 ○換気扇やエアコンなどの吹き出し口から1.5ｍ以上離す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆日ごろのお手入れについて 
 ○火災警報器には交換期限があります（機種により異なります）ので交換期限がくれば本体ごと交換してく

　　ださい。 

○電源が電池タイプのものは、定期的に電池交換が必要ですので注意してください。 

○月に１回程度、火災警報器が作動するかどうか確認してください。メーカーや機種により異なりますが、

　　説明書等で点検方法を確認し、実施してください。 

  

     悪質な訪問販売に注意してください！！！ 

○消防職員のような服装をして、「消防署の方から来ました。」「（消火器や住宅用火災警報器）の点検に  

　　来ました。」「今すぐ取り付けないといけません。」と言葉巧みに消火器等を高価に販売する悪質業者が

　　います。市・消防職員・消防団員が消火器や住宅用火災警報器等を訪問販売する

　　ことはありませんので、このような業者には十分注意してください。 

○住宅用火災警報器を購入する時は、国の技術基準に適合し、日本消防検定協会の

　　検査した製品には、日本消防検定協会の『鑑定』マークがついていますので、『鑑

　　定』マークのついているものを選びましょう。 

  

 

★住宅用火災警報器設置参考用ビデオの貸し出しを行っています。 

   住宅用火災警報器等に関する問い合わせは、五條市消防本部予防課まで。 

  

 ■問合先　五條市消防本部予防課　☎２２－３３１０ 

天井取り付け式 壁取り付け式
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ALT

こんにちは 
ハナ・イェイツ 
外国語指導助手（ＡＬＴ） 
                                 です 
 

日本人になっちゃった？ 
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昨年１２月、来日以来初めて英国に帰りました。実に１５か月ぶりでした！飛行機

はエールフランスだったので、中学校時代に習ったフランス語で乗務員さんたち
に話しかけようと決心しました。「何を飲みますか？」と尋ねられた時、「ロー・
ド・ミネラル・シル・ブ・プレ。」（フランス語で「お水ください。」）と答え
ようと思ったのですが、口に出てきたのは「オミズ・クダサイ。」という日本語
でした。もう一度やってみました。「ロー・ド・ミネラル・クダサイ。」また失
敗！ヘンですね。外国語って頭の中でごちゃごちゃに混ざってしまうんですね！ 
パリのシャルル・ド・ゴール空港で乗り換える時、久しぶりにたくさんのヨー

ロッパ人を目にしましたが、みんな知ってる人ではないかと錯覚してしまいまし
た。というのは、日本では外国人は少なく、私が日本で会う外国人のほとんどは、
私の知り合いだからです。また空港でたくさんの日本の中学生らしい一団を見た
時も、私がその人たちを知っていて、またその人たちも私を知っているのではな
いか、という感じにとらわれました。もちろんみんな全然知らない人たちでしたが！ 
ロンドンに着いてからオックスフォードまでバスに乗りました。そのバスの運

転手が私に話しかけた時、私は理解できませんでした。それが英語だったのに！
オックスフォードに予定より早く着いたので、母は私を夜、町のどこで待たせた
らよいか心配したみたいです。その時私は「そうだ、英国にはパブというものが
あったのだ！」と思い出しました。それで私はパブに入り、ソフト・ドリンクを
飲みました。すぐに私は周りの人たちと話していましたが、その人たちは私が日
本からやって来たと知ると、みな、最新版のプレイステーションを持っているか
知りたがりました。それからまもなく、両親が迎えに来てくれて家に着きました。
もともと私の家では、家の中に入る時、日本と同じ様に靴を脱ぐのですが、うっ
かりそれを忘れたのには自分でも驚きました。きっと英国の家に「ゲンカン」す
なわち日本の様に靴を脱ぐ場所がなかったからでしょう。（玄関に来たら靴を脱
ぐという日本の習慣にすっかり慣れてしまっていたのです。） 
買い物に行くと、多くの人が私に話しかけるのには驚きました。英国の人たち

がこんなに人なつっこい人々であることを忘れていました。店のレジの人も、列
に並んでいる人も、いろんな場所で会う人々も。これはとても気分の良いことで
した。 
ある夜、クリスマス・パーティーのために友人の家を訪ねました。そこで何枚

か写真を撮ったのですが、ついつい私は日本にいるときの癖で、指でブイ・サイ
ンを作っていました。私の友人たちは、私が何をしているのかわかりませんでし
た。また、電話を取ったときは、ついつい「モシモシ。」と言っていました。 
私は友だちに会ったり、クリスマスを家で祝ったり、楽しい時を過ごすことが

できました。  
 
＊この記事は、ＡＬＴの書いた英文を訳したものです。 
英語版は中央公民館にあります。 

本 

本 

安心・安全な街  五條 
子どもの安全を守るため 

 気　        目　        声　  気　        目　        声　  気　にかけ　目　にかけ　声　をかけ 
すべての子どもを見守ろう！ 

■問合先  青少年センター  ☎２４－３００４ 

市税（市県民税・固定資産税・都市計画税）および国民健康保険税の納期前納付による前納報奨金制度は、

昭和２５年に戦後の不安定な社会情勢のなか住民の納税意識の高揚を目的に創設された制度です。 

 しかし、近年、その目的がほぼ達成されたこと、行財政事情や納税者の間において不公平感が生じるなどの

理由により、市議会の議決を得て平成１９年度から廃止することとなりました。なお、経過措置として、平成１８

年度に限り前納報奨金「市県民税・固定資産税・都市計画税」の交付率を現在の「１００分の０．４」から「１００分

の０．２」に引き下げ交付金限度額の上限を１５万円として交付します。これまで、この制度の運用にご協力をい

ただいた皆様に感謝を申し上げるとともに制度の廃止については、ご理解のうえ、今後も納期内納付になお一

層のご協力をお願いします。 

■問合先　税務課徴収係        （内線２５９・２６０） 

 　　　　　保険課保険税係     （内線２６６・３６８） 

 

 

 

 

 

 

毎年３月末は、自動車の検査・登録の各種申請が集中し窓口が大変混雑します。 

この時期の申請は、みなさんを長時間お待たせするなど、大変ご迷惑をおかけすることが予想されます。 

このような状況を緩和するため、自動車の移転登録（名義変更）や抹消登録（廃車）等の各種手続きは、で

きるだけ早期にお済ませください。 

検査・登録の手続き案内は、ヘルプデスク（☎０５０－５５４０－２０６３）で、開庁日の午前８時３０分から午後５時

まではオペレータが対応し、音声案内は２４時間利用できます。 

また、近畿運輸局ホームページ（http://www.kkt.mlit.go.jp/）にも各種手続き案内を掲載しています。 

 

■問合先　近畿運輸局奈良運輸支局　☎０７４３－５９－２１５２ 

 

 

 

 

 

平成１８年度土地・家屋価格等縦覧帳簿を次の日程で納税者の縦覧に供します。固定資産（土地・家屋）の価格等

の確認を希望する場合は、期間内に税務課窓口までお越しください。 

なお、他人の固定資産の評価の内容については、プライバシー保護の観点から詳細に説明することができません。 

※価格について不服がある場合は、固定資産評価審査委員会に対して、審査の申し出をすることができます。 

■期間　４月３日（月）～５月３１日（水）（土・日曜日、祝日は除く） 

■受付時間　午前８時３０分～午後５時１５分 

■場所　市役所本庁税務課 

■対象者　市内固定資産の①納税者、②納税管理人、③納税者の委任を受けた人（委任状が必要）に限ります。 

■持ち物　「平成１７年度の納税通知書や課税明細書など納税者であることを確認できる書類」と「運転免許証 

　　　　　　や保険証など本人であることを確認できる書類」を窓口で提示してください。 

■問合先　税務課固定資産税係（内線２５７、２５８） 

税務課・保険課からのお知らせ 

 市税および国民健康保険税の 
 全期前納報奨金制度を廃止します 

平成18年度固定資産（土地・家屋）価格等の縦覧 

自動車の各種申請 
 3月末は窓口が混雑します 
 手続きはお早めに 



Life
memo on a Gojo life

　五條市役所（本庁）　�22-4001（代）　　　西吉野支所　�33-0301（代）　　　大塔支所　�36-0311（代）　　　 本 西 大 

国民健康保険証を更新します 

《西吉野町・大塔町のみなさんへ》 

新しい 老人保健医療受給者証 
 ・福祉医療受給者証（受給資格証） を送付します 

▽西吉野地区 

 国民健康保険税（第１０期）   
 

3月は 

の納期です 

本 

→ 

本 

西 

大 

本 

本 

西 

西 

大 

大 

国民健康保険の

届け出を忘れていませんか
？

加入・脱退の手続きは 
14日以内に 

介護保険からのおしらせ 

 4月に「介護保険」が改正されます 

戦没者等の遺族の皆さんへ 

 特別弔慰金の受付が始まっています 

 
 
 
 
介護保険法が改正され、平成１８年４月より施行されます。 
 　 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
介護予防サービスが始まります 
  「（仮称）地域包括支援センター」を設置して、介護認定が「非該当」、「要支援１」、「要支援２」の高齢者
に介護予防サービスを行います。 
高齢者が住み慣れた地域での生活を継続できるように、総合的相談や支援・介護予防マネジメント・虐待防止
相談等を行います。 
   
介護保険料が変わります 
  介護保険法により、「介護保険料」は３年に１回見直します。 
平成１８年４月分より保険料の金額が変更になります。 
詳しくは今後の「広報五條」でお知らせします。 

■問合先　介護福祉課介護保険係   （内線２９１、２９４） 
 
 
 
 
 
 

戦没者等の死亡当時の遺族で、平成１７年４月１日現在、公務扶助料や遺族年金等を受ける人がいない場合に、
第８回特別弔慰金として記名国債が支給されます。 
要件に該当する場合は手続きを行ってください。 
  
○対象となる遺族は次の順番による先順位の遺族１人です。           
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
■請求期間　平成１７年４月１日から平成２０年３月３１日まで 
■支給内容　額面４０万円で１０年償還の記名国債 
■請求窓口・問合先　社会福祉課福祉係    （内線２０９、２９９） 
 　　　　　　　　　　厚生課     （内線　１７） 
 　　　　　　　　　　住民厚生課     （内線　２０） 
 
 

 
 
 
 
４月１日から使用できる国民健康保険証を３月下旬に配達記録郵便で郵送（大塔町については前年と同様に配
布）しますので、４月１日以降医療機関で受診する場合は、必ず新しい保険証を提示してください。有効期限の
切れた旧保険証は、完全に処分するか保険課および支所まで返還してください。 
西吉野町・大塔町の国民健康保険証を有する場合は、保険証の記号番号が変更になります。また高齢受給者証
も保険証と併せて送付します。 
 
■問合先　保険課　　（内線２６７・３６７） 
　　　　　住民課　　（内線２６） 
　　　　　住民厚生課　　（内線４３） 
 
 
 
 
 
 
 
 
現在お持ちの老人保健および福祉医療（老人・乳児・幼児・障害・母子の医療証〔受給資格証〕）の各証は、
３月３１日をもって使用できなくなります。 
４月１日から使用できる新しい各証は、３月下旬に郵送等で配布しますので、４月１日以降医療機関で受診す
る場合は、新しい医療証を提示してください。 
 なお、西吉野町および大塔町以外の住民については、４月１日の切り替えはありません。 
 
３月に送付する証の有効期限 
 ▽老人保健医療受給者証・・・有効期限なし 
 ▽福祉医療の医療証（受給資格証）・・・平成１８年７月３１日まで 
 
■問合先　保険課福祉医療係 　　（内線３９３） 
　　　　　住民課　　（内線２６） 
　　　　　住民厚生課　　（内線４３） 
 
 

【要支援2】が新設され要介護認定が7段階に 

要 介 護 5  
要 介 護 4  
要 介 護 3  
要 介 護 2  
要 介 護 1  
要 支 援  

要介護5 
要介護4 
要介護3 
要介護2 

要介護1 　 要支援2 
要支援1

非　該　当 

１．  弔慰金の受給権者  

２．   戦没者の子 

３．  ①父母　②孫　③祖父母　④兄弟姉妹   

  （戦没者と生計関係を有していなかった場合は除きます） 

４．  上記３以外の①父母　②孫　③祖父母　④兄弟姉妹   

５．  上記１から４以外の三親等内の親族  

  （戦没者等の死亡時まで引き続き１年以上生計関係を有していた人に限られます） 

不明な点は問い合わせてください。 

本 

西 

＊納期限については、納付書で確認してください。 
市役所本・支所担当窓口、取扱金融機関および郵
便局で納付してください。 
納税は便利で確実な口座振替（自動払込）をご利
用ください。 
 

■問合先 
 　保険課保険税係　　（内線２６６、３６８） 
 　住民課　　（内線２２、２７） 

本 

西 

大 

■問合先　保険課　　（内線２６７、３６７） 
　　　　　住民課　　（内線２６） 
　　　　　住民厚生課　　（内線４３） 

（現在） （改正後） 

※現行の「要介護1」が、改正後
には「要介護1」と「要支援2」に
分割され、また「要支援」が「要
支援1」となります。 
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�消防団員にステッカーを手渡す西口
団長（上）と「こども安全パトロール車」
ステッカー（右）

 

寒さに負けず　熱い戦い 寒さに負けず　熱い戦い 
五條市駅伝大会 

平
成
17
年
度
善
行
幼
児
・
児
童
・
生
徒
表
彰
式 
平
成
17
年
度
善
行
幼
児
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彰
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五條市校区補導会連絡協議会が平成元年
から行っている善行幼児・児童・生徒表彰
式が、本年度も２月１８日、市民会館大ホー
ルで行われました。 
この表彰は、社会・学校・家庭などで、
思いやりや勤勉さから、ほかの子どもたち
の模範となるよい行いを続けている幼児・
児童・生徒を表彰し、青少年の健全育成を
はかることを目的に行っているものです。 
なお、表彰を受けた幼児・児童・生徒は
次の通りです。（敬称略） 

大寒の折り冬晴れのもと、第４８回五
條市駅伝大会が１月２２日に開催され４
部門３６チームが参加しました。 
午後１時の号砲を合図に第一走者が一
斉に野原中学校をスタート。野原東住民
センター前、島野集会所前、南阿太公民
館前、元緑水苑東駐車場前、池芝橋で中
継し、野原中学校へゴールする６区間２０．
８㎞のコースを選手たちは寒さに負けず
熱い戦いを繰り広げました。成績は次の
とおりです。 

　金剛寺(野原西３丁目)で、消防本部、消防団合同に
よる消防訓練を実施しました。 
　この訓練は、文化財防火週間に伴い重要な文化財を
守るとともに、地域住民の文化財に対する意識の高揚
を図るために、金剛寺関係者および西口消防団長と消
防団第２方面隊２の団員が参加して実施しました。 
 【文化財の防火に協力を】 

  近年子どもが被害者となる事件が多発し、市民の
不安が高まっている中、子どもの安全を願う市民の
負託にこたえようと西口消防団長の発案により、「こ
ども安全パトロール車」ステッカーを制作し消防団
員および消防職員の私用車両にステッカーをはるこ
とで、子どもに関心を持ち、子どもたちを見守るこ
とで少しでも事件を防げればと願い活動を行うこと
を目的に、平成１８年２月１９日に関係する来賓、消防
職・団員総勢１７０人の参加のもとのステッカー配布
式が盛大に開催されました。 

〈文化財防火週間〉 
金剛寺で消防訓練 
 

子どもたちの安全のために 
「こども安全パトロール車」 
ステッカー配布式を開催 

個
人
２９
人
　
１５
団
体
が
受
賞 

▼団体 
牧野小学校　　　　児童会 
北宇智小学校　　　６年生 
阿太小学校　　　　全児童 
阿太小学校　　　　児童会 
宇智小学校　　　　児童会 
宇智小学校　　　　６年生 
阪合部小学校　　　高学年 
西吉野小学校　　　保健給食委員会 
西吉野中学校　　　生徒会園芸委員会 
五條幼稚園　　　　年長組 
なかよし保育園　　ぞう組、らいおん組 
南宇智保育所　　　すみれ組 
岡保育所　　　　　すみれ組 
賀名生幼稚園　　　年長組 
白銀北幼稚園　　　年長組 　 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▼個人 
五條小学校　　　６年　泉谷健介 
五條小学校　　　６年　上野孝晃  
五條小学校　　　６年　尾嵜正隆 
五條小学校　　　５年　山岡弘誉 
牧野小学校　　　１年　野中翔生 
宇智小学校　　　３年　阪口雄哉 
宇智小学校　　　５年　櫻井啓人 
大塔小学校　　　５年　波夛ひとみ 
野原小学校　　　６年　北村友佑 
野原小学校　　　６年　松井貴大 
野原小学校　　　６年　森浩司　 
野原小学校　　　６年　吉本拓也 
野原小学校　　　６年　藤井春佳 
野原小学校　　　６年　　原千秋 
智辯学園中学校　２年　植宏美 
智辯学園中学校　２年　松井千種 
智辯学園中学校　２年　森本彩 
智辯学園中学校　２年　古川麻衣 
五條中学校　　　３年　武田明恵 
五條中学校　　　３年　神田眞美 
五條中学校　　　２年　大谷誠希 
五條東中学校　　３年　坂田衣里 
五條東中学校　　３年　杉村千聖 
五條西中学校　　３年　松場麻優 
五條西中学校　　３年　辻本結花 
西吉野中学校　　２年　泉谷香織 
野原中学校　　　３年　中嶋かんな 
野原中学校　　　３年　乾和宏 
野原中学校　　　３年　　原友理 

（一般の一部）　　優　勝　　五條西地区体育協会 
　　　　　　　　　準優勝　　阪合部地区体育協会Ａ 
　　　　　　　　　３　位　　南阿太地区体育協会 
（一般の二部）　　優　勝　　五條市消防本部Ａ 
　　　　　　　　　準優勝　　チームカッキー 
　　　　　　　　　３　位　　五條市消防本部Ｂ 

（中学生男子の部）　優　勝　　五條中学校Ａ 
　　　　　　　　　　準優勝　　五條中学校Ｂ 
　　　　　　　　　　３　位　　五條西中学校Ａ 
（中学生女子の部）　優　勝　　五條中学校Ａ  
　　　　　　　　　　準優勝　　五條西中学校Ａ 
　　　　　　　　　　３　位　　五條中学校Ｂ 
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■チェック１．対象となるごみはどんなもの？ 

■チェック2．「プラスチック容器類」って具体的には何を入れるの？  

■チェック6．紙パックで、プラスチックの突起口がついているものは…？ 

■チェック4．空きビン類は青の袋で出していたはずですが…？ 

ごみ分別の手引きを確認のうえ、ごみの減量化・分別収集にご協力ください  

■チェック5．空きビンならなんでもリサイクルごみの袋に入れていいの？ 

■チェック3．マヨネーズやケチャップの容器なども対象になるのでしょうか？  

みどり園からのお知らせ 

 平成１８年度の収集日程表を配付します 

新聞折り込み　３月２６日（日）の新聞折り込み広告を確認してください。
自治会経由配付　３月末～４月にかけて、自治会を通じて随時配付も行います。   

　新年度の収集日程表の配付を次のとおり予定しています。 

 

 

 

 

 

 

     　一部の地域で、新聞折り込みによる配布ができないところがありますので、自治会からの配付による入手をお

願いします。 

   自治会未加入などにより入手困難な場合は、４月からみどり園や市役所１階、西吉野支所で配布します。 

市役所等に来られない場合はみどり園および西吉野支所に連絡してください。 

  特に、自治会未加入になっているアパートやハイツ、マンションなどの入居世帯については、その把握が困難

なため、配付協力をしていただける世話人（管理人等）の方は、お手数ですがみどり園まで必要部数（世帯数等）

を連絡してください。世話人の方にまとめて送付します。 

※平成１８年度は、日程の変更はありません。（平成１７年度と同じです。） 

もう一度、お住まいの地区・自治会とそれぞれの収集日を確認してください。 

   大塔地区は、別日程の収集を行っていますので、大塔支所から配付します。 

  

  

 
 収集時・排出時のお願い 
 

○年始を除き、祝祭日と重なった場合も日程表どおり収集のみ実施していますので、収集ごみの種類を確認のう

え出してください。 

○道路工事による通行止めや道路規制、その日の排出量や渋滞などのため、収集地区の順番やルートおよび収集

到着時間が大幅に変更になる場合がありますので、原則、収集開始時間の午前７時には出しておいてください。 

○自治会ごとの集積所（ステーション）収集を行っていますので、居住地の集積所を確認のうえ、集積所の美化

管理にご協力ください。 

○みどり園は家庭ごみ（生活ごみ）の処理施設です。みどり園で受け付けできないごみがありますので、必ず手

引き等で確認してください。 

　特に、塗料、油類、薬品類などの内容物は購入先に相談してください。容器は必ず空にしてから分別にしたが

って出してください。 

 ※みどり園で受け付けできないものは、特に未使用や使い残しにならないよう、                   

　　使用量を考えて購入するように努めましょう。 

 
 
大きく分けて３種類あります。  
●プラスチック容器類  
●空きビン類              
●紙（牛乳）パック 
 
    現在対象になっているのは、飲料水や調味料、洗剤や食べ物など、中身を消費した後に残る空になった    
容器が対象です。                                                                           
例 飲料水のペットボトル、洗剤のプラスチックボトル、そうざい・食品のトレー、インスタント食品などのカップ、 
     いちごや卵などのポリパックなど                                                  
   したがって、最初から容器だけで売られていたものや硬質プラスチック製のものは対象外になります。    
例 ポリバケツ、三角コーナー、（保存用）プラスチックケースなどの日用雑貨品。              
     おもちゃ、ビデオテープ、ＣＤやＤＶＤソフトなど                                        
    ▽これらはおもに「燃えるごみ（赤）」、金属部分があれば「カン・小型金属類等（青）」に分類し  
       て出してください。                                                                     
    また、電化製品の緩衝材（クッション材）として使われている発泡スチロールも対象外です。 
 

  これらはチューブ類として分類される対象品です。このほか、みそや納豆などのカップ・パックも対象 
品です。できるかぎりリサイクルごみとして出してください。 ただし、汚れが落としにくいものもある 
ので、臭いが気にならない程度に洗ってください。 
 
 
 平成１６年度からリサイクルごみの分別収集が始まったことにともない、リサイクルごみ（黄緑）の袋に  
変更になってます。 以前のカン・ビンの袋は、中身は「カン・小型金属類等」だけを入れて、カンの 
収集日に使用してください。 
 
 
対象外になるものがあります。 
おもに、●化粧品のビン   
            ●薬のビン   
これらは、素材の違いや中身の汚れ落としが困難な点などから、「その他の燃えないごみ（茶）」に分 
別してください。                                                           
ただし、“健康ドリンク（飲料水）”の茶色ビンは対象になります。 （キャップははずしてください。） 
また、一升びんやビールびんは“リターナブルびん”といって、洗浄すればもう一度そのままの形で繰    
り返し使えるびんなので、できるかぎり販売店に返却しましょう。 
 
 
おもに、お酒などの紙パックで、プラスチックの突起口がついているもの、また、内側がアルミはくで 
コーティングしてあるものは、今のところ再製しにくいため、対象外として燃えるごみで出してください。  
 

■問合先　みどり園　☎２４－４１１１ 
　　　　　業務第２係（西吉野支所内）☎３３－０３０１ 
　　　　　住民厚生課（大塔支所内）☎３６－０３１１ 

もう一度確認　リサイクルごみ！（その１） 
 ～分別内容・対象物について～ 

△
 

△
 

△
 

△
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　浄化槽設置費用の一部を補助します 
 
　 
　市では､河川等の水質汚濁防止や快適で文化的な生活環境の実現等に寄与するため、今年度に引き続き平成１８
年度も浄化槽設置整備事業の実施を予定しています。 
 　これは、今年４月から平成１９年２月ごろまで（工期および完成後の現場検査等の都合上、申込締切日は少し
早めに設定します）に、補助の対象となる区域に合併処理浄化槽を設置する場合、国・県の補助制度を導入して、
予算の範囲内で設置費用の一部を補助するものです。 
■受付開始　４月を予定しています 
 ※詳細は次まで問い合わせてください。 
■問合先　生活環境課     （内線３９１、３８８） 
               厚生課          （内線１７） 
               住民厚生課     （内線２１） 
 
 
   ＪＲ和歌山線の安全運転について 
  
 
　平成１８年３月１８日のダイヤ改正のアーバンネットワーク（ＪＲ西日本が大阪近郊路線群をまとめて呼ぶ愛称）
等の内容については次のとおりです。 

 　安全向上計画に基づき、より安定した輸送を定常的に提供していく観点からアーバンエリア全体にわたり、
新快速、快速を中心にダイヤ見直しを行います。 
 ○主な内容 
 ・ご利用実態を踏まえた停車時間の見直し 
 ・主要ターミナル駅における停車時分については、さらに余裕を考慮した設定 
 ・運転時分については、主要接続駅の手前区分に余裕を考慮した設定 
※五條市域においても、北宇智駅付近、スイッチバック等で、今以上の安全確認が必要となりますので、踏切閉
鎖時間が少し長くなりますが、ご理解ご協力よろしくお願いします。 
   ■問合先 
 西日本旅客鉄道（株）　広報室（報道）　☎０６－６３７５－８８８９ 
 五條市役所　企画調整課      （内線２３８、２３３） 
 
 
 
 

困りますね！    
犬やねこが、公園・道路・河川敷・他人の土地・作物・ゴミ集積所などを荒らす、汚す。    
犬のフンを始末しない。                                                      
犬やねこを捨てる。                                                              
犬を放し飼いにする。                                                           

※最近、ねこが私有地（他人の土地）に入って、フンをして困るという苦情がタイヘン増えています！ 
しつけも飼い主の責任です。                        
「うちのねこは大丈夫」ではなく、今一度見直してみましょう。  

正しい飼い方の基本って？      
犬やねこの好きな人ばかりがいるわけではありません。他人に迷惑や危害を及ぼすことのないよう、 
十分な心配りと正しいしつけが必要です。                                             
本能・習性および生理をよく理解して飼う。                                           
家族と同様の愛情を持って終生飼う。                                                   
人の生命、身体または財産に対する侵害を防ぎ、生活環境を害することのないよう責任を持って飼う。 

マナーを守って楽しい散歩。後始末は最後まで！それが飼い主の責任です。   
犬の放し飼いはしないようにしましょう。 

■問合先　生活環境課生活対策係（内線３９１） 

　平成１８年度の犬の狂犬病予防集合注射 
○この予防注射は、毎年１回必ず受けなければなりません。 
○なお、集合注射会場で受けられない場合には、最寄りの獣医師で受けてください。 
（ただし、その際には料金が多少高くなりますので、ご了承ください。） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

■費用　３，２００円（注射手数料２，６５０円、注射済票交付手数料５５０円） 
■その他　今回、集合注射会場等がわかりやすいように日程の表記を３つにわけましたが、どの会場でも狂犬病予
防注射を受けることができます。 
　また、犬の登録を済ませている飼い主の世帯には、３月末から４月初旬にかけて「集合注射実施のおしらせ」の
はがきを送付します。会場には、注射料金とそのはがきを持参してください。 
 ※犬を制御できる人が来場してください。 

犬の登録 
　新たに犬を飼った人や、既に飼っているが、平成７年４月１日以降に登録を済ませていない人は、必ず登録を受
けなければなりません。本庁生活環境課および各支所で手続きを行ってください。なお、犬の登録は生涯一回です
ので、一度登録をすませるとその犬が死亡するまで有効です。 
■費用　３，０００円（登録手数料、１匹につき） 
  
※　上記集合注射実施会場でも登録手続きが可能です。 
※　飼い犬の死亡、住所変更などがあった場合は、本庁生活環境課または各支所に届け出が必要です。登録時に交
付した鑑札を持参してください。 
■問合先 
　生活環境課     （内線３９１、３８８） 
　厚生課     （内線１７） 
　住民厚生課     （内線２１） 

本 

本 

西 

大 

本 

西 

大 

犬・ねこの飼い方などをめぐって 
苦情やトラブルが増えています！！ 

■日時（場所） 
 ▽五條地区 
 ４月１０日（月）　午前9時30分～11時30分（田園３丁目集会所）、午後1時30分～3時30分（田園５丁目集会所） 
 ４月１１日（火）　午前9時30分～11時30分（内吉野保健所）、午後1時30分～3時（五條文化会館） 
 ４月１３日（木）　午前9時30分～11時（原集会所）、午後1時30分～3時（北宇智公民館） 
 ４月１４日（金）　午前9時30分～11時30分（労働会館）、午後1時30分～2時30分（野原東住民センター） 
 ４月１７日（月）　午前9時30分～11時（二見公民館）、午後1時30分～3時30分（阪合部文化会館〔裏手駐車場〕） 
 ４月１８日（火）　午前9時30分～11時（老人憩の家）、午後1時30分～3時30分（野原公民館） 
  
 ▽西吉野地区 
 ４月１９日（水）　午前10時30分～10時35分（宗桧公民館西日裏分館）、午前10時40分～10時45分（川股・岸本信雄様
宅前）、午前10時55分～11時05分（宗桧上地域集会所〔茄子原〕）、午前11時10分～11時15分（立川渡釈迦堂）、午前
11時25分～11時35分（永谷多目的集会所）、午前11時45分～正午（西吉野保健福祉センター）、午後1時10分～1時50分
（旧ＪＡ西吉野賀名生選果場本場前）、午後2時～2時15分（滝共選場前） 
 ４月２０日（木）　午前10時30分～11時（奈良交通専用道城戸バス停〔旧ＪＲバス城戸駅〕）、午前11時10分～11時20分
（西吉野コミュニティセンター）、午前11時30分～11時40分（唐戸会館前）、午後1時～1時40分（西吉野北総合センター）、
午後1時50分～2時20分（旧ＪＡ西吉野西部支所前）、午後2時40分～2時45分（市道湯川大淀線・西様宅前） 
  
 ▽大塔地区 
 ４月１４日（金）　午前9時30分～9時40分（篠原・冨田喜八郎様宅下）、午前9時50分～10時（惣谷・宮前バス停前）、午
前10時05分～10時15分（惣谷・福本商店前）、午前10時30分～10時40分（中井傍示・旧永盛小学校）、午前10時55分
～11時（清水・集会所前）、午前11時05分～11時10分（赤谷・集会所前）、午前11時15分～11時25分（宇井・辻本晃夫
様宅前）、午前11時30分～11時35分（閉君・集会所前）、午前11時45分～11時50分（殿野・吉川進様宅車庫前）、午前
11時55分～午後0時15分（大塔支所前）、午後1時～1時05分（引土・信称寺上）、午後1時10分～1時15分（飛養曽・森尾
茂光様宅前）、午後1時25分～1時30分（堂平・西本美代子様宅上）、午後1時40分～1時45分（中原開拓・地蔵前）、午後1
時55分～2時（中原・集会所前）、午後2時05分～2時10分（下阪本バス停前）、午後2時15分～2時20分（向阪本・泉井様
宅前）、午後2時35分～2時40分（簾・福本様宅前）、午後2時50分～3時（阪本バス停前〔昭和館前〕）、午後3時05分～3
時10分（天辻公営住宅駐車場前） 
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ネ
ッ
ト
デ
イ
in
五
條 

　
　
　
　
　
参
加
者
募
集 

 

　
「
ネ
ッ
ト
デ
イ
」
は
、生
徒
や

教
師
、
保
護
者
そ
し
て
地
域
の

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
学
校
に
集
い
、

皆
で
力
を
合
わ
せ
、
自
ら
汗
を

流
し
て
校
内
Ｌ
Ａ
Ｎ
を
整
備
す

る
活
動
の
こ
と
で
す
。 

　
子
ど
も
た
ち
の
利
用
す
る
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
を
、
力
を
合
わ
せ
て

私
た
ち
の
手
で
作
っ
て
み
ま
せ

ん
か
。 

■
日
時 

　
▽
事
前
打
ち
合
わ
せ 

　
　
３
月
２５
日
（
土
） 

　
　
　
午
前
１
時
〜
４
時 

　
▽
ネ
ッ
ト
デ
イ
本
番 

　
　
３
月
２６
日
（
日
） 

　
　
　
午
前
９
時
〜
午
後
４
時 

■
場
所 

　
▽
事
前
打
ち
合
わ
せ 

　
　
五
條
西
中
学
校
多
目
的
ホ
ー
ル 

　
▽
ネ
ッ
ト
デ
イ
本
番 

　
　
五
條
中
学
校
、
五
條
東
中

　
　
学
校
、
野
原
中
学
校
、
五

　
　
條
西
中
学
校 

■
申
込
方
法
　
３
月
１６
日
（
木
）

　
ま
で
に
五
條
市
教
育
委
員
会

　
学
校
教
育
課
ネ
ッ
ト
デ
イ
実

　
施
事
務
局
へ
、
メ
ー
ル 

　（n
e
td
a
y-g
o
jo
@
g
o
jo
-e
d
. 

　c
o
m

）ま
た
は
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
住
所
、

　
氏
名
、
連
絡
先
（
電
話
番
号
、

　
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
）を
明
記
し

　
て
、
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。 

※
各
学
校
の
生
徒
や
保
護
者
は
、

　
各
学
校
の
ネ
ッ
ト
デ
イ
担
当

　
者
に
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。 

　
詳
細
は
ネ
ッ
ト
デ
イ
ホ
ー
ム
ペ
ー

　
ジ（h

ttp
://w
w
w
.g
o
jo
-n
a
r. 

　e
d
.jp
/n
e
td
a
y.h
tm

）
を
ご

　
覧
く
だ
さ
い
。 

■
問
合
先
　
学
校
教
育
課
ネ
ッ

　
ト
デ
イ
事
務
局 

　
　
（
内
線
８
１
７
、
８
１
９
） 

　
Ｆ
Ａ
Ｘ
２
２
ー
８
７
５
４
　

　
問
い
合
わ
せ
専
用
メ
ー
ル
ア

　
ド
レ
ス
　n

e
td
a
y-in
fo
@
 

　g
o
jo
-e
d
.c
o
m
 

 「
柿
づ
く
り
体
験
教
室
」
の 

協
力
農
家
を
募
集
し
ま
す 

 

　
五
條
・
吉
野
地
域
の
交
流
人

口
を
増
や
し
、
地
域
の
活
性
化

を
目
指
し
て
、
本
年
春
か
ら
秋

に
か
け
て
「
五
條
・
吉
野
魅
惑

体
験
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
」
と
題

し
て
、
各
地
に
お
い
て
様
々
な

イ
ベ
ン
ト
が
開
催
さ
れ
、
地
域

の
魅
力
を
全
国
に
発
信
し
ま
す
。 

　
本
市
に
お
い
て
も
、
そ
の
一

環
と
し
て
、「
柿
の
収
穫
量
日
本

一
の
市
」
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
と

と
も
に
、「
柿
」
に
つ
い
て
も
理

解
を
深
め
て
も
ら
い
、
消
費
拡

大
に
つ
な
げ
ら
れ
ば
と
考
え
て

い
ま
す
。 

　
こ
の
趣
旨
に
賛
同
し
、
協
力

い
た
だ
け
る
柿
生
産
農
家
を
募

集
し
ま
す
。 

■
協
力
内
容
　
▽
柿
の
木
の
オ
ー

　
ナ
ー
制
度
の
実
施
（
有
料
）
（
摘

　
蕾
・
摘
果
・
収
穫
等
の
体
験

　
指
導
） 

　
▽
一
農
家
の
受
け
入
れ
人
数

　
３０
人
以
内 

■
協
力
期
間
　
平
成
１８
年
の
摘

　
蕾
時
期
か
ら
収
穫
ま
で 

■
申
込
方
法
　
市
役
所
農
林
課

　
農
林
係
へ
直
接
申
し
込
ん
で

　
く
だ
さ
い
。 

■
応
募
締
切
　
４
月
１０
日
（
月
） 

■
そ
の
他
　
趣
旨
、
実
施
要
領

　
な
ど
、
十
分
理
解
が
得
ら
れ

　
る
よ
う
、
個
別
説
明
を
行
い

　
ま
す
。 

■
申
込
・
問
合
先 

　
農
林
課
農
林
係 （

内
線
２
７
０
） 

 

生
活
学
校
生
の
募
集 

 

　
五
條
市
生
活
学
校
で
は
、
平

成
１８
年
度
の
生
活
学
校
生
を
募

集
し
て
い
ま
す
。
市
内
に
在
住

の
女
性
は
ど
な
た
で
も
参
加
で

き
ま
す
。 

 

　
　
日
常
生
活
の
中
で
困
っ
て

　
い
る
こ
と
、
疑
問
に
思
っ
て

　
い
る
こ
と
や
生
活
に
直
接
か

　
か
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
女
性

　
の
手
に
よ
っ
て
社
会
に
働
き

　
か
け
て
解
決
し
て
い
く
運
動

　
で
す
。
生
活
の
在
り
方
を
改

　
善
し
、
豊
か
な
地
域
社
会
を

　
創
造
し
ま
し
よ
う
。 

　
　
こ
こ
数
年
は
介
護
保
険
制

　
度
に
つ
い
て
の
学
習
や
環
境

　
問
題
に
つ
い
て
の
取
り
組
み

　
を
中
心
に
進
め
て
い
ま
す
。

　
最
近
で
は
、
太
陽
光
発
電
の

　
学
習
も
行
っ
て
い
ま
す
。 

■
費
用
　
１，
０
０
０
円（
年
会
費
） 

■
申
込
方
法
　
４
月
２５
日
（
火
）

　
ま
で
に
、
教
育
委
員
会
事
務

　
局
生
涯
学
習
課
へ
申
し
込
ん

　
で
く
だ
さ
い
。 

■
申
込
・
問
合
先 

　
生
涯
学
習
課 

（
内
線
８
２
０
） 

 

五
條
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
ク
ラ
ブ 

新
入
部
員
募
集 

 

　
五
條
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
ク
ラ
ブ
は
、

サ
ッ
カ
ー
を
通
じ
て
多
感
な
時

期
に
あ
る
子
ど
も
た
ち
の
健
全

育
成
を
行
っ
て
い
る
チ
ー
ム
で
す
。

ク
ラ
ブ
で
は
小
学
生
か
ら
中
学

生
を
対
象
に
部
員
を
募
集
し
て

い
ま
す
。 

■
対
象 

　
▽
ジ
ュ
ニ
ア
（
少
年
）
の
部

　
市
内
の
小
学
校
新
１
年
か
ら

　
新
６
年
の
児
童
（
女
子
も
可
） 

　
▽
ジ
ュ
ニ
ア
ユ
ー
ス
（
中
学
）

　
の
部
　
市
内
の
中
学
校
新
１

　
年
か
ら
新
３
年
の
生
徒
（
初

　
心
者
も
可
） 

■
そ
の
他
　
詳
細
、
入
部
希
望

　
に
つ
い
て
は
事
務
局
ま
で
問

　
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。 

■
申
込
・
問
合
先
　
五
條
市
サ
ッ

　
カ
ー
協
会
事
務
局
（
大
谷
） 

☎
２
２
ー
２
６
６
７ 

 
剣
道
新
入
部
員
募
集 

 

　
金
陽
剣
道
ク
ラ
ブ
で
は
、
新

入
部
員
を
募
集
し
ま
す
。 

■
対
象
　
小
学
１
年
生
以
上
の

　
子
ど
も 

■
申
込
締
切
　
４
月
３０
日
（
日
） 

■
練
習
日
時
　
毎
週
火
・
木
・

　
土
曜
日
午
後
７
時
３０
分
〜
午

　
後
９
時
（
土
曜
日
は
午
後
７

　
時
〜
９
時
） 

■
場
所 

　
▽
火
・
木
曜
日
＝
中
央
体
育
館 

　
▽
土
曜
日
＝
牧
野
小
学
校
体

　
育
館
（
都
合
に
よ
り
変
更
が

　
あ
り
ま
す
） 

■
申
込
・
問
合
先 

　
金
陽
剣
道
ク
ラ
ブ
（
桝
竹
） 

☎
２
５
ー
４
１
３
１ 

     

親
子
ふ
れ
あ
い
広
場 

（
体
験
教
室
） 

 

■
日
時
　
３
月
２６
日
（
日
） 

　
（
午
後
１
時
中
央
公
民
館
出
発
、

　
　
午
後
５
時
中
央
公
民
館
到
着
） 

■
テ
ー
マ
　
館
外
学
習
「
森
と

　
水
の
源
流
館
（
川
上
村
）」
へ

　
行
き
ま
し
ょ
う
！ 

講座 

募集 

本 

て
き 

ら
い 

本 

本 

付近 
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五條市アワー  
 
 

■この記事に関する問合先 
人権施策課　（内線２８６） 本 

本 

　
（
館
内
見
学
の
後
、
木
の
キ
ー

　
ホ
ル
ダ
ー
を
作
り
ま
す
。
） 

■
定
員
　
２０
人
（
五
條
市
に
在

　
住
の
小
学
生
お
よ
び
中
学
生

　
と
そ
の
保
護
者
） 

■
参
加
費
　
▽
大
人
＝
７
０
０

　
円
（
入
館
料
４
０
０
円
、
利

　
用
団
体
連
絡
協
議
会
費
３
０

　
０
円
） 

　
▽
子
ど
も
＝
３
０
０
円
（
入

　
館
料
２
０
０
円
、
キ
ー
ホ
ル

　
ダ
ー
材
料
費
１
０
０
円
） 

※
大
人
で
キ
ー
ホ
ル
ダ
ー
作
成

　
を
希
望
す
る
場
合
は
追
加
料

　
金
１
０
０
円
が
必
要
。 

■
申
込
方
法
　
３
月
２３
日
（
木
）

　
ま
で
に
参
加
費
を
添
え
て
中

　
央
公
民
館
へ
申
し
込
ん
で
く

　
だ
さ
い
。 

■
問
合
先
　
中
央
公
民
館 

☎
２
４
ー
２
０
０
１ 

     

朗
読
発
表
会 

 

■
日
時
　
３
月
１２
日
（
日
） 

　
午
後
１
時
３０
分
開
演 

■
場
所
　
市
民
会
館
大
ホ
ー
ル 

■
内
容
　
「
お
う
じ
の
き
つ
ね
」

　
「
お
お
か
み
の
ひ
み
つ
」
の

　
朗
読
ほ
か 

■
入
場
料
　
無
料
（
お
み
や
げ
有
） 

■
そ
の
他
　
五
條
市
朗
読
サ
ー

　
ク
ル
で
は
会
員
を
募
集
し
て

　
い
ま
す
。
ア
ッ
ト
ホ
ー
ム
な

　
雰
囲
気
の
中
で
あ
な
た
も
朗

　
読
を
楽
し
ん
で
み
ま
せ
ん
か
。

（
第
１
・
３
金
曜
日
、
午
後
６

　
時
３０
分
か
ら
８
時
３０
分
ま
で
） 

■
問
合
先
　
中
央
公
民
館 

☎
２
４
ー
２
０
０
１ 

 

詩
吟
愛
好
者
発
表
会 

 

　
中
央
公
民
館
を
は
じ
め
と
す

る
市
内
の
各
公
民
館
等
で
詩
吟

を
学
ぶ
人
々
、
お
よ
び
先
生
が

発
表
す
る
「
第
６
回
五
條
市
詩

吟
愛
好
者
発
表
会
」
を
開
催
し

ま
す
。 

■
日
時
　
３
月
１９
日
（
日
） 

　
午
前
９
時
３０
分
〜
午
後
３
時 

■
場
所
　
中
央
公
民
館 

■
発
表
流
派
　
関
心
流
、
光
世
流
、

　
東
嶺
流
、
和
秀
流
、
関
西
吟
詩 

■
問
合
先
　
中
央
公
民
館 

☎
２
４
ー
２
０
０
１ 

 

第
６
回
博
物
館
ま
つ
り 

 

■
日
時
　
４
月
２３
日
（
日
） 

　
午
前
９
時
〜
午
後
５
時 

■
場
所
　
五
條
文
化
博
物
館 

■
主
催
　
五
條
文
化
博
物
館
友

　
の
会 

○
博
物
館
ま
つ
り
映
画
会 

　
①
ハ
リ
ー
ポ
ッ
タ
ー
と
賢
者

　
　
の
石
（
午
前
９
時
〜
１１
時

　
　
３０
分
） 

　
②
ハ
リ
ー
ポ
ッ
タ
ー
と
秘
密

　
　
の
部
屋
（
午
前
１１
時
４０
分

　
　
〜
午
後
２
時
２０
分
） 

　
③
ハ
リ
ー
ポ
ッ
タ
ー
と
ア
ズ

　
　
カ
バ
ン
の
囚
人
（
午
後
２

　
　
時
３０
分
〜
４
時
５０
分
）  

■
場
所
　
五
條
文
化
博
物
館
東

　
側
隣
接
地 

　
１
区
画
（
２
ｍ
×
２
ｍ
）
、

　
雨
天
中
止 

■
申
込
締
切
　
４
月
１５
日
（
土
）

　
（
た
だ
し
先
着
順
で
５０
区
画

　
に
な
り
次
第
締
め
切
り
ま
す
。
） 

■
注
意
　
衛
生
管
理
の
た
め
、

　
食
品
類
の
販
売
は
不
可
。 

■
そ
の
他
　
出
店
に
関
す
る
詳

　
細
に
つ
い
て
は
五
條
文
化
博

　
物
館
友
の
会
へ
問
い
合
わ
せ

　
て
く
だ
さ
い
。 

■
問
合
先
　
五
條
文
化
博
物
館

　
友
の
会
（
千
本
）
☎
０
９
０
ー

　
４
６
４
５
ー
８
６
２
８ 

     

老
年
精
神
医
学
の 

　
専
門
家
が
答
え
る 

　
　
も
の
わ
す
れ
相
談 

 

■
日
時
　
３
月
１７
日
（
金
） 

　
午
前
１０
時
〜
正
午 

■
場
所
　
福
祉
セ
ン
タ
ー 

（
新
町
３
丁
目
） 

■
相
談
料
　
無
料 

■
申
込
方
法
　
相
談
を
希
望
す

　
る
場
合
は
、
電
話
で
予
約
を

　
し
て
く
だ
さ
い
。 

■
申
込
・
問
合
先
　
五
條
市
基

　
幹
型
在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー 

☎
２
６
ー
１
１
６
６ 

 

暴
力
団
追
放
出
張
相
談 

 

　
専
門
の
相
談
員
、
弁
護
士
が

相
談
に
応
じ
ま
す
。
相
談
料
は

無
料
で
す
。
ま
た
、
相
談
者
の

秘
密
は
絶
対
に
守
り
ま
す
。 

■
日
時
　
４
月
７
日
（
金
） 

　
午
前
９
時
〜
午
後
５
時 

■
場
所
　
防
犯
ス
テ
ー
シ
ョ
ン 

（
Ｊ
Ｒ
五
条
駅
前
） 

■
問
合
先
　
（
財
）
奈
良
県
暴

　
力
団
追
放
県
民
セ
ン
タ
ー 

　
☎
０
７
４
２
ー
２
４
ー
８
３
７
４ 

 

事
業
主
の
皆
さ
ん
へ 

　
労
働
保
険
年
度
更
新
の 

　
時
期
で
す 

 

　
平
成
１８
年
度
の
労
働
保
険
（
労

災
保
険
・
雇
用
保
険
）
の
年
度

更
新
の
手
続
き
は
、
４
月
１
日

か
ら
５
月
２２
日
ま
で
の
間
で
す
。 

　
労
働
保
険
（
労
災
保
険
・
雇

用
保
険
）
に
加
入
し
て
い
る
事

業
主
は
、
こ
の
期
間
内
に
平
成

１７
年
度
概
算
保
険
料
の
確
定
精

算
を
行
う
と
と
も
に
、
平
成
１８

年
度
の
概
算
保
険
料
の
申
告
・

納
付
の
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。 

　
ま
た
、
一
人
で
も
労
働
者
を

雇
用
し
て
い
る
事
業
主
で
、
労

働
保
険
に
未
加
入
の
場
合
は
、

必
ず
加
入
手
続
き
を
行
っ
て
く

だ
さ
い
。 

■
問
合
先
　
奈
良
労
働
局 

　
☎
０
７
４
２
ー
３
２
ー
０
２
０
３ 

   

市
民
の
善
意 

 

　
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

（
敬
称
略
） 

 

《
善
意
銀
行
》 

　
生
蓮
寺
和
讃
講
（
二
見
） 

　
日
蓮
宗
良
祥
寺
寒
行
奉
仕
団

　
一
同 

（
霊
安
寺
町
） 

　
東
久
保
安
市
（
霊
安
寺
町
） 

　
東
京
福
祉
大
学
（
群
馬
県
） 

《
福
祉
基
金
》 

　
吉
田
明
彦
（
西
吉
野
町
南
山
） 

催し 

お知 
らせ 
 

市役所電話番号 
 
　　　五條市役所（本庁） 
　　　☎22－4001（代） 
 
　　　西吉野支所 
　　　☎33－0301（代） 
 
　　　大塔支所 
　　　☎36－0311（代） 

本 

西 

大 

本 

　県立五條病院の医師を迎え、健康セミナーを開催します。 
　今回のテーマは、がんの予防と早期発見です。がんは日本人
の死亡原因の第１位であり、だれもがなる可能性のある病気です。
その“がん”について、またがんにならない生活方法や、がん
を早くみつけるコツをわかりやすく解説します。 
 
■日　　時　　４月２２日（土）午後１時３０分～３時 
■場　　所　　カルム五條 
■テ ー マ　　「がんの予防と早期発見」 
　　　　　　　　　～がんにならない生活・ 
　　　　　　　　　　　　　　がんを早くみつけるコツ～ 
■講　　師　　吉村淳先生（県立五條病院外科部長） 
■費　　用　　無　料 
■申込方法　　４月２１日（金）までに保健福祉センターへ申し
　　　　　　　込んでください。 
■申込・問合先　　保健福祉センター成人保健係（内線２９０） 

　３月のくみ取りについては、冬季により
積雪や路面の凍結が予想されますので、利
用を希望する場合は業者へ直接問い合わせ
てください。 
 
 
　４月のくみ取りについては、次の日程を
予定していますので、業者へ直接依頼して
ください。 
 

４月１１日（火）・２５日（火） 
 
※当日の受付はできません。 
 
■申込・問合先　ダイワクリーンサービス 

☎０７４５－５２－３３７２ 

■日　時　　４月２日（日） 
■場　所　　源龍寺（南阿田町） 
■時　間　　午後１時から 
■問合先　　観光課　（内線２１０） 

　南阿田の流し雛は女の子の病封じを祈願するもので、大豆で作った頭に、色
紙の着物とはかまを着せた男女一対の雛を竹の皮で作った船に乗せ、紙で作っ
た一文銭をそえ、吉野川に流すものです。戦前までは流し雛の行事がつついて
いましたが、戦中・戦後に一時期途絶えたものの、昭和４４年に復活しました。 

　　    奈良テレビ放送 

      
 
■放送日 
　　３月２６日（日）午前８時３０分～９時 
　　３月２９日（水）午後５時３０分～６時 
 
放送時間等は都合により変更になる場合があります。 
 
■問合先　秘書課広報係　（内線３５１） 本 
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（再放送） 



市民ごよみ 

五條市西吉野きすみ館 
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表紙写真 
今春小学校入学の新児 
童対象に行われた交通 
安全教室 

人口38,381人 
 
 

男18,444人 
 
 

女19,937人 
 
 

世帯数13,739世帯 
 

３月１１日（土） 
 　　人権を確かめあう日 
３月１５日（水） 
 　　各種年金相談 
 　　場所◎商工会館 
 　　時間◎１０時～１５時 
３月２１日（火） 
 　　京奈和自動車道 
 　　五條道路開通事前イベント 
 　　場所◎五條ＩＣ（釜窪町） 
 　　時間◎１０時１５分～ 
３月２３日（木） 
 　　交通事故相談 
 　　場所◎中央公民館 
 　　時間◎１０時～１５時 
４月２日（日） 
 　　南阿田流し雛 
 　　場所◎源龍寺 
 　　時間◎１３時～ 
 

施設紹介  

○事業内容 
 　入浴施設の提供 
 　テニスコートの提供　など 
■開館時間　午前１０時～午後７時 
　　（午後６時３０分入館受付終了） 
　　（毎週金曜日、年末年始は休館） 
■施設使用料 
▽入浴料 
　大人　　　　　　　　　６００円 
　小人（３歳以上１２歳未満）　３００円 
▽テニスコート使用料 
　▼午前８時～午後５時 
　　１時間につき　１，０００円 
　▼午後５時～午後８時 
　　１時間につき　１，５００円 
＊詳細については問い合わせてください。 
■問合先 
　五條市西吉野きすみ館 
　五條市西吉野町城戸６５０ 
　☎３３－０１９４ 
 
 
 

　「五條市西吉野きすみ館」は、周囲の自然と良
質の温泉をベースにした、家族連れ、グループ、団
体で利用できる、西吉野地区の観光拠点施設です。 


